
 

・設立総会会議資料 
南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会設立総会次第 

 
日時 平成１９年４月１７日 午後３時００分 
会場 ＪＡ魚沼みなみ営農センター 大会議室 

 

１、開 会 

 

２、市長あいさつ 

 

３、協議事項 

第１号議案 南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会規約(案)について 

資料 別添「南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会規約 (案)」 

 

第２号議案 会長、副会長、監事の選出について 

会 長  山 田 富 重 郎    

副会長  井 口 一 郎    

副会長  廣 田 一 利    

副会長  上 村 久 太 郎    

監 事  遁 所 勝 行    

監 事  大 久 保 菊 夫    

 

第３号議案 議事録署名人の選任について 

関 正 太 郎        南 雲 重 光 

 

第４号議案 南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会各種規程(案)について 

資料 別添２「南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会会計処理規程 (案)」 

別添３「南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会事務処理及び文書取扱規程 (案)」 

別添４「南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会公印取扱規程 (案)」 

http://www.ja-uonuma.or.jp/suiden/pdf/071002_03.pdf
http://www.ja-uonuma.or.jp/suiden/pdf/071002_04.pdf
http://www.ja-uonuma.or.jp/suiden/pdf/071002_05.pdf
http://www.ja-uonuma.or.jp/suiden/pdf/071002_06.pdf


 

第５号議案 事務局長、経理責任者、文書管理責任者の選任について 

上 村  昇 

 

第６号議案 南魚沼市大和・六日町地域水田農業ビジョン(案)について 

資料 別添５「南魚沼市大和・六日町地域水田農業ビジョン(案)」 

 

第７号議案 平成 19 年度 産地づくり計画書(案)について 

資料 別添６「平成 19年度 産地づくり計画書(案)」 

 

第８号議案 平成 19 年度南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会事業

計画(案)について 

資料 別添７「平成19年度南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会事業計画 (案)」 

 

第９号議案 平成 19 年度南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会予算

(案)（Ｐ２３）について 

資料 別紙 １ 

 

第１０号議案 役員等の費用弁償について 

役員等の費用弁償については、南魚沼市内規「南魚沼市報酬額及び報償費の目安

額」の報償費に準じて支給するものとする。 

なお、報償費に加算する交通費実費については「南魚沼市職員以外の者の費用弁

償に関する条例」の規程に準じ支給するものとする。 

 

資料 別紙 ２ （Ｐ25） 

資料 別添 ８ （Ｐ26） 

   

４、その他  

資料 別紙 ３ 「南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会委員名簿」 

   

５、閉  会 

 

 

http://www.ja-uonuma.or.jp/suiden/zigyoukeikaku.html
http://www.ja-uonuma.or.jp/suiden/pdf/071002_02.pdf


 

別紙 １ 

平成１９年度 南魚沼市大和・六日町地域水田農業推進協議会 予算(案) 

 平成１９年４月１日 から 平成２０年３月３１日  単位：円

科    目 予算額 前年度予算額 差  異 備考 

Ⅰ収入の部        

 1 産地づくり対策交付金 40,039,000 44,157,000 △4,118,000  

 2 特別調整促進加算対策 0 8,400,000 △8,400,000  

 3 新需給調整システム定着交付金 6,720,000 0 6,720,000  

 4 稲作構造改革促進交付金(基本部分) 70,649,000 0 70,649,000  

 5 稲作構造改革促進交付金(集積加算) 10,099,000 0 10,099,000  

 6 県補助金 525,000 617,000 △92,000  

 7 市町村補助金 24,800,000 35,484,000 △10,684,000  

 8 ＪＡ負担金 16,550,000 24,019,000 △7,469,000  

 9 集落超過達成負担金 0 7,000,000 △7,000,000  

 10 繰入金 ０ 0 ０  

 11 雑収入 2,916 762 2,154  

当期収入合計（Ａ） 169,384,916 119,677,762 49,707,154  

前期繰越収支差額 463,084 473,238 △10,154  

 収入合計（Ｂ） 169,848,000 120,151,000 49,697,000  

Ⅱ支出の部        

 1 産地づくり対策交付金 40,039,000 44,157,000 △4,1１８,000  

 2 特別調整促進加算対策 0 8,400,000 △8,400,000  

 3 新需給調整システム定着交付金 6,720,000 0 6,720,000  

 4 稲作構造改革促進交付金(基本部分) 70,649,000 0 70,649,000  

 5 稲作構造改革促進交付金(集積換算) 10,099,000 0 10,099,000  

 6 産地づくり対策協議会助成金 23,983,000 44,920,000 △2０,93７,000  

 7 集落活動費助成金 0 13,180,000 △13,180,000  

 ８ 集落とも補償活動助成金 15,492,000 6,000,000 ９,492,000  

 9 事務費 300,000 950,000 △650,000  

 10 臨時賃金支出 2,100,000 2,100,000 0  

 11 予備費 466,000 444,000 22,000  

当期支出合計（Ｃ） 169,848,000 120,151,000 49,697,000  

当期収支差額 （Ａ） － （Ｃ） △463,084 △473,238 10,154  



 

次期繰越収支差額（Ｂ） － （Ｃ） 0 0 0  

 

別紙 ２ 

 

南魚沼市報酬額及び報償費の目安額 

 

※  報償費は日額 9,120 円、半日 4,560 円、2 時間程度の会議 2,280 円に交通

費実費を加えた額を目安とする。日当相当額は加算しない。 

 

 

 

南魚沼市職員以外の者の費用弁償に関する条例 

平成 16 年 11 月 1 日 

条例第 41 号 

第 1 条 市職員以外の者で、市の依頼又は要求に応じ旅行した場合は、議会議員

の例に準じて費用弁償を受けることができる。 

第 2 条 前条に掲げる者が国又は他の地方公共団体等から旅費又は費用弁償を受

けたときは、この条例による費用弁償はしない。ただし、その額が、この条例に

よる費用弁償額より少ないときは、その差額を支給する。 

第 3 条 費用弁償の支払方法については、市職員に対する旅費支給の例による。 

附  則  

この条例は、平成 16 年 11 月 1 日から施行する。 

 

 
 
 
 

（別添８） 

◇南魚沼市内の車賃の計算について 

1 六日町地域 
庁舎別陸路費 

本庁舎まで 大和庁舎まで 塩沢庁舎まで 
行政区名 

片道距離 

(km) 
陸路費 

(円)

片道距離 

(km)

陸路費 

(円)

片道距離 

(km)

陸路費 

(円)

上町1丁目 1.0 0 13.0 1,040 2.9 200

上町2丁目 0.5 0 12.5 1,000 3.4 240

仲町 0.2 0 12.2 960 4.1 320

伊勢町 0.1 0 12.2 960 4.0 320

旭町 0.1 0 12.1 960 4.0 320

田中町 0.3 0 12.0 960 4.2 320



 

大和町1丁目 0.2 0 12.4 960 3.7 280

大和町2丁目 0.3 0 12.5 1,000 3.6 280

緑町 0.3 0 12.2 960 4.2 320

栄町 0.6 0 12.6 1,000 3.3 240

学校町 0.7 0 11.8 920 4.6 360

余川本町 1.8 0 11.8 920 5.7 440

飯綱町 1.5 0 12.0 960 5.4 400

八幡 0.8 0 11.6 920 4.7 360

坂戸 1.0 0 13.0 1,040 4.9 360

東泉田 2.1 160 14.0 1,120 4.2 320

西泉田 2.0 160 14.1 1,120 3.5 280

若葉町 1.7 0 13.7 1,080 3.6 280

沖町 1.5 0 13.6 1,080 3.4 240

上大月 3.9 280 15.8 1,240 5.1 400

下大月 3.5 280 15.4 1,200 5.5 440

美佐島 2.0 160 10.8 840 5.9 440

北辰 1.3 0 11.3 880 5.2 400

小栗山 1.3 0 13.5 1,080 2.6 200

庄之又 2.5 200 9.8 760 6.4 480

君帰 3.0 240 12.0 960 6.9 520

欠之上 3.4 240 10.9 840 7.3 560

川窪 3.4 240 10.3 800 7.3 560

清水瀬 12.7 1,000 18.2 1,440 16.6 1,320

野中 12.5 1,000 18.2 1,440 16.4 1,280

土沢 12.0 960 17.4 1,360 15.9 1,240

小川 11.0 880 15.9 1,240 14.9 1,160

舞台 11.8 920 17.5 1,400 15.7 1,240

畔地 10.3 800 15.7 1,240 14.2 1,120

畔地新田 9.3 720 14.9 1,160 13.2 1,040

日の出町 8.8 680 14.4 1,120 12.7 1,000

原 9.0 720 14.9 1,160 12.9 1,000

蛭窪 9.8 760 15.7 1,240 13.7 1,080

永松 9.3 720 15.4 1,200 13.2 1,040

京岡 8.0 640 14.7 1,160 11.9 920

京岡新田 9.0 720 15.7 1,240 12.9 1,000

中川 7.7 600 14.5 1,160 11.6 920

中川新田 7.5 600 15.4 1,200 11.4 880

金城 8.0 640 15.9 1,240 11.9 920

山谷 6.5 520 15.1 1,200 10.4 800

宮 7.7 600 13.8 1,080 11.6 920



 

宮村下新田 6.7 520 13.5 1,080 10.6 840

深沢 7.9 600 12.4 960 11.8 920

岩崎 5.9 440 12.8 1,000 9.8 760

津久野上新田 5.2 400 12.0 960 9.1 720

津久野 4.6 360 11.5 920 8.5 680

津久野下新田 4.1 320 10.1 800 8.0 640

二日町 3.3 240 10.8 840 7.2 560

広堀 11.8 920 13.7 1,080 15.7 1,240

中手原 11.4 880 13.4 1,040 15.3 1,200

山口 10.3 800 12.3 960 14.2 1,120

岡 8.7 680 10.8 840 12.6 1,000

妙音寺 8.0 640 10.5 840 11.9 920

野際 8.1 640 10.3 800 12.0 960

上薬師堂 8.0 640 10.2 800 11.9 920

下薬師堂 7.5 600 9.8 760 11.4 880

上出浦 8.5 680 10.6 840 12.4 960

下出浦 8.1 640 10.3 800 12.0 960

藤原 7.7 600 10.4 800 11.6 920

法音寺 7.6 600 10.6 840 11.5 920

池田原 7.2 560 9.8 760 11.1 880

稲穂ヶ丘 7.2 560 9.6 760 11.1 880

上原 6.5 520 9.2 720 10.4 800

田崎 6.4 480 10.3 800 10.3 800

新堀 6.2 480 9.8 760 10.1 800

新堀新田 5.0 400 9.1 720 8.9 680

下原 5.8 440 8.3 640 9.7 760

下原新田 6.6 520 8.1 640 10.5 840

泉 5.7 440 8.6 680 9.6 760

泉新田 5.5 440 9.0 720 9.4 720

長森 8.2 640 7.7 600 12.1 960

長森新田 7.3 560 7.3 560 11.2 880

麓 8.1 640 6.3 480 12.0 960

野田 4.0 320 9.8 760 7.9 600

北田中 4.7 360 9.0 720 8.6 680

西 5.3 400 9.0 720 9.2 720

四十日 5.1 400 8.6 680 9.0 720

四十日新道 4.0 320 8.3 640 7.9 600

宇津野 4.5 360 8.4 640 8.4 640

青木 4.8 360 7.8 600 8.7 680

大杉 5.6 440 7.7 600 9.5 760



 

奥 5.6 440 6.8 520 9.5 760

寺尾 6.5 520 6.6 520 10.4 800

押出 6.2 480 6.1 480 10.1 800

五日町1区 7.0 560 5.7 440 10.9 840

欠之下 7.5 600 5.3 400 11.4 880

 
(注) 
1 陸路費支給範囲は、片道2km以上の集落で、1km当たり40円 
2 陸路費＝片道距離×2×40円(1km未満の端数切捨て) 

2 大和地域 
庁舎別陸路費 

本庁舎まで 大和庁舎まで 塩沢庁舎まで 
行政区名 

片道距離 

(km)

陸路費 

(円)

片道距離 

(km)

陸路費 

(円)

片道距離 

(km)

陸路費 

(円)

雷土新田 17.6 1,400 5.3 400 21.5 1,720

雷土 18.1 1,440 5.8 440 22.0 1,760

湯谷 18.8 1,480 6.5 520 22.7 1,800

芋赤 18.9 1,480 6.6 520 22.8 1,800

前原町 18.1 1,440 6.3 480 22.0 1,760

門前 18.7 1,480 7.0 560 22.6 1,800

高田 19.7 1,560 7.4 560 23.6 1,880

谷地 19.4 1,520 7.1 560 23.3 1,840

山崎 18.2 1,440 6.9 520 22.1 1,760

山崎新田 17.3 1,360 6.2 480 21.2 1,680

茗荷沢 16.3 1,280 5.2 400 20.2 1,600

茗荷沢新田 16.6 1,320 4.9 360 20.5 1,640

荒金 15.6 1,240 5.4 400 19.5 1,560

堂島新田 16.1 1,280 5.9 440 20.0 1,600

桐沢 17.3 1,360 7.1 560 21.2 1,680

荒山 17.8 1,400 7.6 600 21.7 1,720

大倉 17.1 1,360 6.9 520 21.0 1,680

船ケ沢新田 15.2 1,200 6.2 480 19.1 1,520

黒土 15.8 1,240 5.6 440 19.7 1,560

黒土新田 14.8 1,160 4.6 360 18.7 1,480

境川 16.6 1,320 3.9 280 20.5 1,640

岩山 16.0 1,280 3.3 240 19.9 1,560

町屋 15.2 1,200 2.5 200 19.1 1,520

浦佐 12.8 1,000 0.5 0 16.7 1,320

浅地町 14.1 1,120 2.0 160 18.0 1,440

天王町 13.6 1,080 1.0 0 17.5 1,400



 

鰕島 13.7 1,080 2.5 200 17.6 1,400

浦佐八色 14.9 1,160 2.7 200 18.8 1,480

八色原 15.1 1,200 4.4 320 19.0 1,520

国際町 14.9 1,160 4.4 320 18.8 1,480

穴地新田 13.6 1,080 5.7 440 17.5 1,400

穴地 13.6 1,080 6.4 480 17.5 1,400

大崎 11.8 920 5.7 440 15.7 1,240

柳古新田 11.5 920 4.9 360 15.4 1,200

海士ヶ島新田 13.1 1,040 3.1 240 17.0 1,360

今町新田 10.7 840 4.9 360 14.6 1,160

水尾 9.6 760 6.6 520 13.5 1,080

夏 17.6 1,400 夏 10.4 840 21.5 1,720辻又 
冬 24.5 1,960 冬 17.3 1,360 28.4 2,240

後山 15.9 1,240 8.7 680 19.8 1,560

市野江 14.3 1,120 2.3 160 18.2 1,440

芹田 10.7 840 2.0 160 14.6 1,160

北 11.3 880 3.0 240 15.2 1,200

一村尾 10.2 800 3.2 240 14.1 1,120

名木沢 10.3 800 4.5 360 14.2 1,120

九日町 9.0 720 3.7 280 12.9 1,000

八岡 9.2 720 5.1 400 13.1 1,040

猫道 8.7 680 4.5 360 12.6 1,000

今町 7.7 600 5.0 400 11.6 920

城山新田 9.1 720 5.7 440 13.0 1,040

 
(注) 
1 陸路費支給範囲は、片道2km以上の集落で、1km当たり40円 
2 陸路費＝片道距離×2×40円(1km未満の端数切捨て) 
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